
5 年 6 月 30 日

殿

提出者

                                         　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一連
の 処 理 の 工 程

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

　佐賀県佐賀市今宿町２番５号

　令和5年4月1日～令和6年3月31日

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和

(日本産業規格　Ａ列４番)

　62人

別紙1-1及び別紙1-2 産業廃棄物の処理工程フローのとおり

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

　株式会社　上　滝　建　設

06　総合工事業

令和3年度（R03/7/1～R04/6/30）　完工高　5,050,000,000円

　

佐賀県佐賀市今宿町２番５号

株式会社　上 滝 建 設

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　  0952-29-3111

                                        (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
　その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住　所

氏　名

　佐賀県知事　

代表取締役　上　瀧　　隆



t t

t t

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

現状の分別管理に加えて石綿含有建材（特にレベル３）の管理が従前よ
り厳しくなっている昨今、当該廃棄物の分別保管の仕方について常に見
直しを図る。

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

【目標】

コンクリートがら、アスコンがら、金属くず、木くず、紙くず、ガラス、
廃石膏ボード、陶磁器くず、廃プラ、少量の各種廃材････専用コンテナ
にて分別収集
汚泥、大量のコンクリート片・廃アスファルト・金属くず・石綿含有産
業廃棄物･････専用収集運搬車にてそれぞれを直接積み込み排出

①現状

別紙のとおり 同左

（今後実施する予定の取組）

①日常ルーチンとして定着した環境活動の継続実行。
②前年度の実施状況の未達成項目の検証及び活動内容の見直し検討。
③法改正や周辺利害関係者など組織を取り巻く産業廃棄物廃棄に関する環
　境変化の調査と対応。
④産廃発生量の抑制に関する技術的な創意工夫の取り組み。

排　　出　　量

②計画

産業廃棄物の種類

同左

同左

（これまでに実施した取組）

①投入する必要資機材の対象と数量の十分な吟味。
②梱包材や余剰材の発生を極力低減するような投入計画と廃棄物の発生抑
　制を考慮した施工方法を検討。
③設計上の工法や仕様資機材の変更により産業廃棄物の排出抑制が可能で
　あれば発注者との協議にてその実現への努力。（受注産業でありその工
　種と受注量によっては当社にて排出量を管理できない側面がある。）
④ISO14001登録認証の維持に伴う実務的な環境活動の実践。

別紙のとおり産業廃棄物の種類

排　　出　　量

②計画

(第２面)

【前年度（令和　４年度）実績】

（管理体制図）

別紙のとおり 同左

別紙2-廃棄物管理組織図　による

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

別紙のとおり
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― ―
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（これまでに実施した取組）

【前年度（令和　４年度）実績】

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

― ―

（第３面）

①現状

②計画

―

― ―

― ―

（これまでに実施した取組）

該当無し

【目標】

産業廃棄物の種類

―

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

― ―

【前年度（令和　４年度）実績】

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

該当無し

―

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

該当無し

（今後実施する予定の取組）

―
自ら中間処理により減量した
産　業　廃　棄　物　の　量

― ―

【目標】

自ら中間処理により減量する
産　業　廃　棄　物　の　量

（今後実施する予定の取組）

該当無し
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別紙のとおり 同左

別紙のとおり 同左

（今後実施する予定の取組）

―

【前年度（令和　４年度）実績】

（第４面）

①現状

【目標】

【前年度（令和　４年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

②計画

①現状

同左

別紙のとおり 同左

同左

―

―

―

（これまでに実施した取組）

産廃処理許可業者の中から当社に規定に則って評価を行い選定し処理委託
業者を決定する。排出時のマニュフェスト交付から業者からの写しの回付
を待ち、その回付の滞りがないよう業者の監督を適宜行った。
処理場については各工事現場毎に担当者が運搬業者に同行し現地視察を
行って法令に抵触した行為が為されてないことの確認を行った。

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

別紙のとおり

再生利用業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

―

別紙のとおり

―

（これまでに実施した取組）

別紙のとおり

同左

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
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別紙のとおり 同左

別紙のとおり 同左

別紙のとおり 同左

別紙のとおり 同左

②計画

【目標】

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

優良認定処理業者や認定熱回収事業者に関する情報ついて「産業情報ネッ
トワーク」等の各種情報提供サイトや建設業協会等の業界の広報窓口なら
びに行政庁における担当部署の告知等を十分調査し、有益な情報に基づき
当社にふさわしい産業廃棄物処理の委託契約者の開拓及び契約締結に努め
る。

別紙のとおり 同左

（第５面）

産業廃棄物の種類

別紙のとおり 同左全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量



　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
と。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
と
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物
の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記
入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は 「―」を記入すること

　７　※欄は記入しないこと。

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完
成
　  工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業
規
　  模が分かるような前年度の実績を記入すること。

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで
の
　  一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら
中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中
間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託
量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回
収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）で
あ

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

備考

（第６面）



別紙1-1

産業廃棄物の処理工程フロー１

産業廃棄物発生（事務系一般廃棄物含む）

産業廃棄物管理票による管理

埋立（安定型一部管理型含む）

産業廃棄物発生

産業廃棄物管理票による管理

埋立（管理型、安定型）

事務部門（本社・支店）

委
託
契
約
締
結

収集運搬 最終処分

中間処理 収集運搬

再資源化

再資源化

工事現場

委
託
契
約
締
結

収集運搬 最終処分

中間処理 収集運搬



別紙1-2

産業廃棄物の処理工程フロー２

産業廃棄物の種類 処理方法 処分

紙屑、木屑、金属屑、蛍光灯

廃プラスチック

再生利用不能の紙屑、木屑

廃プラスチック

ガラス、陶器屑、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、コンクリート殻

廃ｱｽﾌｧﾙﾄ、その他がれき、汚泥、金属屑

紙屑、繊維屑

木屑、蛍光灯、廃プラスチック

再生利用不能の紙屑、繊維屑、木屑

廃プラスチック

石綿含有産業廃棄物

中間処理後の焼却灰

破砕

埋立て（管理型）

破砕

再利用

埋立て（管理型）

再生利用

焼却（熱回収）
破砕
選別

埋立て（安定型）

破砕 再生利用

破砕
選別

焼却（熱回収）

ｶﾞﾗｽ、陶器屑、再生利用不能の廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 破砕 埋立て（安定型）

ｶﾞﾗｽ、陶器屑、再生利用不能の廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 破砕 埋立て（安定型）

中間処理後の焼却灰

再利用

その他特別管理産業廃棄物 埋立て（管理型）



　　産業廃棄物の処理にかかる管理体制に関する事項 　別紙２

ISO管理責任者　　　（ISO14001：2015認証登録）

　　本社事務部門：総務部長 支店部門 ： 　伊万里支店長　

　　建築施工部門：建築部長　 　唐津支店長　　

　　土木施工部門：土木部長　　   小城営業所長

　　○　廃棄物処理に関する検討

　　　　　廃棄物の発生抑制、再生利用、中間処理、適正処理の推進

　　　　　等必要な事項を検討する。

・委員長：ＩＳＯ管理責任者  ・委員：関連部門部課長　・事務局：ISO事務局

　　○　廃棄物処理方針の策定

　　○　廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認

　　○　自部門の廃棄物処理計画の立案

　　○　廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

　　○　処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理

　　○　委託契約の締結

　　○　監督官庁への各種報告

　　○　社員、関連会社に対する教育・啓発

　　○　その他関係する事項

※ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）の組織に準ずる

産業廃棄物の処理に関する責任及び権限一覧

統 括 責 任 者

廃 棄 物 担 当

役
　
　
　
　
　
　
割

廃棄物管理
委員会

(ISO委員会）

統括責任者

廃棄物担当
部長

廃 棄 物 管 理 組 織 図

統括責任者：ISO管理責任者 経営者層

廃棄物管理委員会（ＩＳＯ委員会兼ねる）

ISO事務局
施工部門

廃棄物管理
担当部長

作業所
（各工事現場）

本社事務部門 支店部門
（伊万里支店）
（唐津支店）
（小城営業所）



様式第二号の八(第八条の四の五関係別紙)

224.620 t 0.000 t 0.000 t 312.720 t 46.510 t ####### t 1.090 t 275.910 t 667.470 t 4,743.500 t 2.730 t 15.870 t 0.000 t t t t

5.000 t 1.000 t 1.000 t 200.000 t 30.000 t 400.000 t 1.000 t 500.000 t 500.000 t 5,000.000 t 10.000 t 10.000 t 3.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

【前年度（令和　４年度）実績】

廃油

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

汚泥 廃油

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

汚泥

汚泥

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

廃油

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

【目標】

汚泥 廃油

②計画

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

（第３面）

がれき類

石綿含有産業廃棄物

石綿含有産業廃棄物

廃プラスチック 紙くず

（第２面）

【前年度（令和　4年度）実績】

産業廃棄物の種類

汚泥 廃油

排　　出　　量

①現状

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

②計画

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

廃油

【前年度（令和　４年度）実績】

産業廃棄物の種類 汚泥

廃アルカリ

廃アルカリ

廃アルカリ

廃アルカリ

②計画

廃アルカリ

廃アルカリ 廃プラスチック 紙くず

廃プラスチック 紙くず

木くず

木くず

木くず

木くず

木くず

木くず

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

金属くず

廃プラスチック 紙くず

金属くず

金属くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

廃プラスチック 紙くず
ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

廃プラスチック 紙くず

繊維くず

繊維くず

繊維くず

繊維くず

繊維くず

繊維くず

金属くず

金属くず

金属くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

がれき類

がれき類

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

がれき類

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

石綿含有産業廃棄物

石綿含有産業廃棄物

がれき類

石綿含有産業廃棄物

石綿含有産業廃棄物

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

がれき類

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



様式第二号の八(第八条の四の五関係別紙)

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

224.620 t 0.000 t 0.000 t 312.720 t 46.510 t 1148.280 t 1.090 t 275.910 t 667.470 t 4,743.500 t 2.730 t 15.870 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 177.740 t 44.620 t 0.000 t 1.090 t 87.720 t 284.270 t 301.620 t 0.000 t 14.570 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 1148.280 t 0.000 t 275.910 t 433.856 t 4458.890 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 1.090 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 44.680 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

5.000 t 1.000 t 1.000 t 200.000 t 30.000 t 400.000 t 1.000 t 500.000 t 500.000 t 5,000.000 t 10.000 t 10.000 t 3.000 t t t t

5.000 t 1.000 t 1.000 t 100.000 t 30.000 t 5.000 t 1.000 t 150.000 t 300.000 t 300.000 t 10.000 t 10.000 t 2.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 10.000 t 5.000 t 350.000 t 0.000 t 500.000 t 450.000 t 4750.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 25.000 t 5.000 t 1.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t t t t

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

【目標】

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

汚泥 廃油

汚泥 廃油

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

汚泥

汚泥

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

【前年度（令和　４年度）実績】

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

廃油

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

廃油

【前年度（令和　４年度）実績】

【目標】

産業廃棄物の種類
①現状

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

②計画

（第４・５面）

産業廃棄物の種類

②計画

①現状

廃アルカリ

廃アルカリ

廃アルカリ

廃アルカリ 廃プラスチック

廃プラスチック 紙くず

廃プラスチック 紙くず

廃プラスチック 紙くず

紙くず

木くず

木くず

木くず

木くず

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

石綿含有産業廃棄物建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）繊維くず

繊維くず

金属くず

石綿含有産業廃棄物

がれき類

がれき類

金属くず

繊維くず

繊維くず

金属くず

がれき類

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

石綿含有産業廃棄物

石綿含有産業廃棄物

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

ガラスくず、コンクリートく
ず、陶磁器くず

（石綿含有産業廃棄物）

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

建設混合廃棄物
（コン殻・金属くず）

金属くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

ガラスくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び陶磁器くず

がれき類
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